
 

食資源循環による環境・観光の島を創るコンソーシアム会則 

 

令和５年５月１８日 

制       定 

 

（名称） 

第１条 本会を「食資源循環による環境・観光の島を創るコンソーシアム」と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、国立研究開発法人科学技術振興機構による「共創の場形成支援プログラム 

地域共創分野」に採択された「フード・トランスフォーメーションが結ぶ環境・観光アイ

ランド実現拠点」（以下「拠点」という。）のビジョンを実現させるために、プロジェクト

メンバーのみならず、地域住民・自治体・企業・大学等、幅広いステークホルダーによる

情報・意見交換を通じて必要な諸取組を推進することを目的とする。 

 

（取組） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる取組を行う。 

(１) 拠点ビジョン実現に向け、幅広く多くのステークホルダーとの情報・意見交換 

(２) 会員の相互協力の推進 

(３) その他前条の目的を達成するために必要な活動 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、会長が委嘱し任命するものとする。ただし、申し出があった場合は

本会から退会できるものとする。 

 

（組織） 

第５条 本会に、本会を代表する会長を置き、拠点の管理責任者をもって充てる。 

 

（総会） 

第６条 総会は、会長が招集し、本会則の変更及び本会の活動の重要事項を協議する。 

２ 総会の議長は、会長をもって充てる。ただし、会長が不在のときは、会長があらかじめ

指名する者が、その職務を代行する。 

３ 総会は、会員の過半数の出席（委任状を含む）がなければ成立しない。 

４ 総会の議事は、出席会員の過半数の議決を持って決する。賛否同数のときは、議長がこ

れを決定する。 

５ 総会は、議長の判断により電子メール等による協議に代えることができる。 

 



 

（部会） 

第７条 本会は、より専門的な事項を協議するために必要に応じて部会を置くことができ

る。 

２ 部会は、参加を希望する会員で構成する。 

３ 部会の部会長は、会長が指名する。 

４ 部会は、部会長が必要に応じ招集する。 

５ 部会長が必要があると認めるときは、第２項に掲げる者以外の出席を求めることができ

る。 

６ 部会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（事務局） 

第８条 本会の事務を処理するため、事務局を琉球大学総合企画戦略部研究推進課に置く。 

 

（会費等） 

第９条 本会は、会費を徴収せず、財産を保有しないものとする。 

 

（解散） 

第 10条 本会は、総会の決定をもって解散する。 

 

（会員の除名） 

第 11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該

会員を除名することができる。 

(１) 本会則その他の規則に違反したとき。 

(２) 本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。 

(３) 暴力団等反社会的勢力である事が判明したとき。 

(４) その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

（補則） 

第 12条この会則に定める条項のほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

附 則 

この会則は、令和５年５月１８日から施行する。 

 


